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１ 趣旨 

このガイドラインは、市が市政情報の発信等のためにソーシャルメディアを運用する

に当たっての基本原則、トラブルへの対応等について定めるものとする。 

 

２ ソーシャルメディアの定義 

Ｘ（※１）、フェイスブック（※２）、YouTube（※３）などインターネット上のサービ

スを利用して、双方向で情報のやり取りを行うことができる情報伝達媒体をいう。 

 

３ 運用するソーシャルメディアの種類 

市政情報の発信等のために運用できるソーシャルメディアの種類は、原則としてＸ、フ

ェイスブック、YouTubeとする。ただし、誹謗中傷等の書き込み、炎上（※４）、なりすま

し（※５）その他のトラブルの発生のおそれが上記ソーシャルメディアと同程度である場

合又はこれらのトラブルについて適切な防止策を講じることにより、その発生を上記ソ

ーシャルメディアと同程度とすることができると見込まれる場合は、上記以外のソーシ

ャルメディア利用も可能とする。 

 

４ 運用全般に関する事項 

（１）ソーシャルメディアの運用は、原則として所属単位で当該ソーシャルメディアの運

営者が発行するアカウントを取得して行うこととする。ただし、利用者の便宜を図る

ために必要と認められる場合は、複数の所属に共通するテーマ等を定めた上で一つの

アカウントを取得し、運用することも可能とする。 

（２）ソーシャルメディアを運用しようとする所属長は、あらかじめ運用ポリシー及び利

用規約（以下「運用ポリシー等」という。）を、アカウントごとに定め、その内容をソ

ーシャルメディア運用開始届出書(様式第１号)により秘書広報課長に報告すること

とする。 

（３）運用ポリシーは、運用を行うに当たって周知すべき事項を定めるものとし、次に掲

げる事項について定めなければならないこととする。 

ア 運用するソーシャルメディアの種類 

イ アカウント名、ＵＲＬ（※６）及びアカウント運用者名 

ウ ソーシャルメディアによる情報発信の目的及び内容 

エ ソーシャルメディアの運用方法（運用時間、意見や質問への対応方法など） 

オ 個人情報に関する取扱い 

（４）利用規約は、利用者があらかじめ同意することが必要な事項について定めるものと

し、次に掲げる事項について定めなければならないこととする。 



ア 利用上の遵守事項 

イ 知的財産権の帰属 

ウ 免責事項 

（５）取得したアカウントへのログインパスワードの設定に当たっては、推測されやすい

ものは避け、第三者に知られることのないように厳重に管理し、定期的に変更するこ

ととする。 

（６）運用ポリシー等を変更しようとする所属長は、あらかじめ、その内容をソーシャル

メディア運用変更届出書(様式第２号)により秘書広報課長に届け出なければならな

い。 

（７）ソーシャルメディアの運用を停止又は終了しようとする所属長は、あらかじめ、そ

の内容をソーシャルメディア運用終了届出書(様式第３号)により秘書広報課長に届

け出なければならない。 

（８）ソーシャルメディアの運用を開始したときは、市ホームページ内に、運用するソー

シャルメディアの種類、運用アカウント及び当該アカウントで表示されるページへの

リンクを明記し、このガイドライン及び当該アカウントの運用ポリシー等を掲載する

とともに、当該ソーシャルメディア側のページにこれらを掲載した市ホームページの

ＵＲＬを明記することとする。 

（９）ソーシャルメディアの運用を停止し、又は終了したときは、その旨を市ホームペー

ジで周知するとともに、（８）で定める掲載を削除するものとする。 

 

５ 書き込み等に関する事項 

（１）書き込み等（※７）は、４で定める手続を経たアカウント（以下「公式アカウント」

という。）を使用し、原則として勤務時間内であって運用ポリシーにおいて定める運

用時間内に行うこととする。ただし、緊急時などやむを得ない場合の運用について運

用ポリシーで定めた場合は、その定めるところによることとする。 

（２）書き込み等を行う職員は、次に掲げる事項に留意しなければならないこととする。 

ア 書き込み等を行う情報は正確に記述するとともに、内容について誤解を招か

ないよう十分に注意すること。 

イ ウェブアクセシビリティに配慮すること。 

ウ 著作権、個人情報保護等に関する法令を遵守すること。 

エ 利用者の投稿を引用すること又は第三者が管理し、若しくは運用するページ

へのリンクの掲載は、当該投稿やページの内容を信頼性のあるものとして受

け取られる可能性があるので慎重に行うこと。 

オ 地方公務員法（昭和 25年法律第 261号）その他職員の服務に関する法令等を

遵守することはもとより、市職員としての自覚と責任を持つこと。 

（３）ソーシャルメディアを運用する所属長は、職員が、（１）又は（２）に抵触する書き

込み等を行うことのないよう、十分な監督を行うこととする。 

 

６ トラブルへの対応等 

（１）書き込み等に誤りがあった場合は、訂正や謝罪の書き込み等を行うなど、誠実かつ



速やかな対応を行うこととする。 

（２）利用規約に定める利用上の遵守事項に抵触する書き込み等を発見した場合は、速や

かに削除等の措置を行うこととする。 

（３）公式アカウントのなりすましの事例を発見した場合は、当該アカウントを管理する

ソーシャルメディアの管理者に削除依頼を行うとともに、市ホームページ上で周知す

ることとする。また、必要に応じ報道機関へ情報提供などを行い、なりすましが存在

することの注意喚起を行うこととする。 

（４）公式アカウントが炎上状態となった場合は、職員の判断による反論や抗弁は行わず、

所属として、必要に応じて説明、訂正、謝罪等の書き込み等を行うこととする。また、

対応に時間を要する場合はその旨の書き込み等を行い、対応がされていない等の批判

を招かないようにすることとする。 

 

＜用語の解説＞ 

※１ Ｘ 

Ｘ社（Twitter Inc.）が運営するインターネット上のサービス。利用者が「ポスト」

とよばれるつぶやきを投稿し、双方向のやりとりを行うことができる。 

※２  フェイスブック 

フェイスブック社（Facebook Inc.）が運営するインターネット上のサービス。 利用

者が実名登録をし、日記機能やメッセージ機能を利用して双方向のやりとりを行うこ

とができる。 

※３ YouTube 

Google社（Google Inc.）が運営する動画の投稿・閲覧を主としたインターネット上

のサービス。チャットを活用することで、双方向のやりとりを行うことができる。 

※４ 炎上 

自分の投稿に対し批判や苦情が殺到し、収拾がつかなくなる状態 

※５ なりすまし 

他の利用者のふりをして、インターネット上のサービスを利用すること。 

※６ ＵＲＬ 

ウェブサイトのアドレス 

※７ 書き込み等 

ソーシャルメディアを通じて、その利用者に対し投稿、情報の転載その他の情報を提

供する行為 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（省略） 

 

様式第２号（省略） 

 

様式第３号（省略） 


